
市 有 地 売 払 い の ご 案 内 

（ 一 般 競 争 入 札 ） 

 

 

物件番号① 東狭山ケ丘一丁目１２番１ 

物件番号② 東狭山ケ丘一丁目３１番４６   
 

 

●申込受付期間 令和８年１月７日（水）～ １月１５日（木） 

※土曜・日曜・祝日を除く 

午前９時～午後４時３０分 

※正午～午後 1時を除く 

 

●入 札 日 時 令和８年１月２２日（木） 

物件番号① 午前１０時３０分 

       物件番号② 午前１１時００分 

 

●入 札 会 場 所沢市役所本庁舎高層棟３階 ３０１会議室 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所  沢  市 

【お問い合わせ】 

   

       所沢市役所 財務部 管財課（市役所本庁舎高層棟４階） 

〒３５９－８５０１ 埼玉県所沢市並木一丁目１番地の１ 

         電 話  ０４－２９９８－９０５３ 

         ＦＡＸ  ０４－２９９８－９０５６ 

         E-mail  a9053@city.tokorozawa.lg.jp 

          

       ホームページ http://www.city.tokorozawa.saitama.jp 

 

mailto:a9053@city.tokorozawa.lg.jp
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp
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入札手続きの流れ 
 
この流れは、入札手続の概略を説明したものです。入札に当たっては、必ず２ページ以降の 

「市有地売払申込要領」、「土地売買契約書」、「物件調書」等を熟読してください。 
 
         ○令和７年１２月１日（月）から『市有地売払いのご案内』を 
          所沢市財務部管財課（所沢市役所本庁舎高層棟４階）で配布します。 
 
 

 ○受付期間：令和８年１月７日（水）～１月１５日（木） 

※土曜･日曜・祝日を除く 
○受付時間：午前 9時 00 分～午後 4時 30 分 ※正午～午後 1時を除く 

          ○受付場所：所沢市財務部管財課（所沢市役所本庁舎高層棟４階） 
          ○受付後に「一般競争入札参加申込書兼受付書」の写しを交付します。 
           ※入札保証金の「納付書」および「所沢市口座振替依頼書」もお渡しします。 
 
                   ○日時：令和８年１月２２日（木）≪物件番号①≫ 午前 10 時 30 分 
              令和８年１月２２日（木）≪物件番号②≫ 午前 11 時 00 分 

          ○場所：所沢市役所 本庁舎高層棟３階 ３０１会議室 
          ※時間は厳守してください。（途中入室はできません）  
          ※入札に参加するためには事前に入札金額の 100 分の 10 以上の入札保証金の

納付が必要です。入札日に領収書のコピーを提出していただきます。 
 
          ○入札終了後、直ちに開札を行います。 
          ○入札最低価格に達した方の内、最高価格で入札された方を落札者とします。 
          ○落札者以外の方が納付した入札保証金は、申し込み時にご提出いただいた 

「所沢市口座振替依頼書」の口座あてに返金いたします。 
           ※返金手続きに２週間程度いただく場合があります。 
                  ○売買契約の説明は落札者決定後に行います。 
  
 

○「売却決定通知書」を受けた日から 7 日以内に売買契約を締結します。 
※契約締結時に売買金額の 100 分の 10 以上の契約保証金が必要です。 

 また、売買契約締結後 30 日以内に売買代金の全額を納付していただきます。 
 
 
         ○所有権の移転は、売買代金の全額を納付された日とし、同日に物件を引渡し

ます。 
※所有権の移転登記は、物件の引渡し後に所沢市が行います。 

①案内の配布 

②入札の申込 

③入札・入札保証金 

④開札・落札者決定 
⑤契約説明 

⑥契約の締結 
(売買代金納付) 
 

⑦支払い 
所有権の移転 
引渡し 
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○入札物件一覧 
物件 
番号 所 在 地  地目 公簿地積 用 途 地 域 入札最低価格 

①  所沢市 
東狭山ケ丘一丁目１２番１ 宅地 207.57 ㎡ 近隣商業地域  44,000,000円 

②  所沢市 
東狭山ケ丘一丁目３１番４６ 宅地 44.00 ㎡ 

第二種中高層住

居専用地域  5,700,000 円 

 
○市有地売払申込要領 
１ 入札参加者の資格等 

 入札は、どなたでも参加できますが、次に該当する場合は、入札に参加できません。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 に該当する者（一般競争入札に係る契約を締結する能力を

有しない者及び破産者で復権を得ていない者など） 

 (2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147 号）に基づく

処分を受けている、もしくは過去に受けたことのある団体及びその代表者、主催者またはそ

の他の構成員 

 (3) 当該物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体およびその構成員がその活動のために利用す

る等公序良俗に反する用途に供しようとする者 

(4)  (2)(3)に該当する者から委託を受けた者 

 

２ 申込みの受付   

入札参加には、受付期間内に参加申込みの手続きが必要です。 

(1) 受付期間   令和８年１月７日（水）～１月１５日（木） ※土曜・日曜・祝日を除く 
午前９時～午後４時３０分  ※正午～午後１時を除く 

（2） 受付場所   所沢市役所財務部管財課（所沢市役所本庁舎高層棟４階） 

  

３ 入札参加申込み方法等 

(1)申込み方法  

入札に参加を希望する方は、以下の提出書類を受付場所まで持参してください。 

 

 

【提出書類(参加申込時) 】 

①一般競争入札参加申込書兼受付書に所定の事項を記入、押印（代表者実印）してくださ

い。 

②誓約書に所定の事項を記入、押印（代表者実印）してください。 

③印鑑登録証明書 １通  

④住民票の写し（コピー不可） １通（法人の場合は商業登記簿登録事項証明書） 

⑤身分証明書（個人のみ）１通（本籍地の市区町村で発行されます。本籍地が遠方の方で、

郵送による発行手続きをする場合、１週間以上の期間が

かかることがありますので、ご注意ください。） 

⑥所沢市口座振替依頼書 

 ※③・④・⑤は発行日が１か月以内のもの。 

※提出書類は、申込み手続き終了後、返還いたしませんのでご了承ください。 
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(2)申込み受付時に、「一般競争入札参加申込書兼受付書」の写しをお渡しします。 

受付書の写しは、入札時に必要となりますので、それまで大切に保管してください。 

 

 (3)申し込みにあたっての留意事項 

①  一者（法人を含む。以下同じ）が同じ物件に複数申し込むことはできません。 
②  所有権移転登記の際に共有名義での登記を希望される場合は、共有予定者の連名で申し込
んでください。この場合、提出書類の②～⑤については、連名者全員分の提出が必要となり

ます。 

なお、共有予定者の中の一者が同一物件に重複する入札参加はできません。 

③  契約は、申込者の名義にて行います。単独名義で申し込まれた方が共有名義で契約するこ
とはできません。 

④  現地案内・説明会は行いませんので、申し込みにあたっては、本申込要領の案内図により
現地を必ず確認してください。 

  ＊現地には駐車場はありませんので、電車・バス等をご利用ください。 

  ＊現地を確認される際には、周辺住民の迷惑にならないよう十分にご留意ください。 

   

４ 入札及び開札の日時等 

物件番号 ① 東狭山ケ丘一丁目１２番１ 

（1）入札日   

   令和８年１月２２日（木） 

（2）入札開始時間 

   午前１０時３０分（※入札前に、入札保証金の納付が必要です。『５ 入札保証金』を参照 ） 

（3）入札及び開札会場 

   所沢市役所 本庁舎高層棟３階 ３０１会議室 

（4）開札日時 

   入札締め切り後、即時。入札者の面前で、開札いたします。 

   

物件番号 ② 東狭山ケ丘一丁目３１番４６ 

（1）入札日   

   令和８年１月２２日（木） 

（2）入札開始時間 

   午前１１時００分（※入札前に、入札保証金の納付が必要です。『５ 入札保証金』を参照 ） 

（3）入札及び開札会場 

   所沢市役所 本庁舎高層棟３階 ３０１会議室 

（4）開札日時 

   入札締め切り後、即時。入札者の面前で、開札いたします。 

 

５ 入札保証金 

(1)入札保証金の額 

  入札に際しては、入札金額の 100 分の 10 以上の入札保証金の納付が必要です。 
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 (2)納付方法 

入札保証金の納付は、申込受付時にお渡しする納付書を使用してください。納付書の裏面に記

載されている「納めるところ」の金融機関で納付していただきます。 

＊入札会場で領収書の写しをご提出ください。領収書の写しを提出されない方は、入札には参

加できません。 

＊納付に係る手数料は入札参加者のご負担となります。 

 

(3)入札保証金の返金等 

① 落札者以外の方が納付した入札保証金は、落札者決定後、申し込み時にご提出いただいた
「所沢市口座振替依頼書」の口座あてに返金いたします。 

※返金手続きには２週間程度かかる場合があります。 

② 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に振り替えることができます。 
ただし、契約締結と同時に売買代金の全部を支払う場合には、売買代金の一部に充当する

ことができます。 

  ③入札保証金に利息は付しません。 

(4)入札保証金の帰属 

  落札者が契約の締結に応じない場合、又は不正な行為があったときは、落札者はその効力を失

い、落札者が納付した入札保証金は市に帰属します。 

 

６ 入札 

（1）入札日に持参するもの 

① 一般競争入札参加申込書兼受付書（写） 
② 入札保証金納付にかかる領収書（写） 
③ 印鑑（印鑑登録証明書にある印鑑。代理人の場合は、委任状の押印と同じもの） 
④ 委任状（代理人が入札する場合。申込者本人の印鑑登録証明書にある印鑑が押印されてい
るもの） 

  ⑤ 入札書 

（2）入札の方法 

①入札参加者は、所定の入札書に必要な事項を記載し、記名及び印鑑登録証明書にある印鑑を

押印のうえ、所定の入札箱に投入してください。 

②入札は、代理人に行わせることができます。この場合は、当該代理人を定める委任状を提出

してください。 

（3）入札書の書き換え等の禁止 

入札者は、入札書の書き換え、差し替え、撤回をすることができません。 

（4）入札の無効 

  次のいずれかに該当する場合、入札は無効とします。 

①入札に参加する資格がない者が入札したもの 

②入札金額が入札最低価格に達していないもの 

③入札保証金が入札金額の 100 分の 10 に満たないもの 

④入札書に記名押印がないもの 

⑤入札書の押印が印鑑登録証明書にある印鑑と違うもの 

⑥入札金額を訂正したもの 
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⑦一つの入札に同一の入札者又は代理人から２通以上の入札書が提出されたもの 

⑧代理人による入札で委任状の提出がないもの 

⑨同一物件について、他人の代理を兼ね、若しくは同一物件について２人以上の代理をした

者に係る入札 

⑩その他入札に関する条件に違反した者 

 

７ 入札の中止 

入札の執行に際し、特別の事情が発生した場合においては、入札の延期、中止、又は取消を

する場合があります。その場合、入札参加者が損失を受けることがあっても、市は補償の責め

を負いません。 

 

８ 開札・落札者の決定 

(1)開札は、入札終了後直ちに入札参加者又は代理人の面前において行います。 

(2)入札参加者又は代理人が出席しない場合、入札執行者が立会人を選任して開札を行います。 

(3)市が定める入札最低価格に達した者のうち、最高価格で入札された者を落札者とします。 

(4)同額の最高価格の入札参加者が２者以上ある場合は、抽選により落札者を決定します。 

 

９ 入札結果の通知 

落札者を売買契約の相手方と決定したときは、売却決定通知書により、後日、通知します。 

 

10 売買契約の締結 

（1）落札後、落札者には契約手続き等の説明を行います。 

（2）落札者は、売却決定通知書を受けた日から起算して７日以内に土地売買契約を締結しなけ

ればなりません。 

 ＊期限までに契約を締結されない場合には、落札を取り消し、入札保証金は返還いたしません。 

 

11 契約保証金 

（1）落札者は、売買契約締結と同時に、売買価格の 100 分の 10 に相当する金額を契約保証金と

して納付しなければなりません。この場合、落札者が納付した入札保証金を、契約保証金に

振り替えることができます。ただし、契約の締結と同時に売買代金の全額を支払う場合には、

納付する必要はありません。 

（2）落札者の責めに帰すべき理由により契約が解除されたときは、契約保証金は市に帰属する

こととなります。 

 

12 売買代金の納付 

（1）売買代金は、売買契約締結の日から３０日以内の指定する日までに納付しなければなりま

せん。 

（2）売買契約締結時に納付した契約保証金は、売買代金に繰り入れるものとします。 

 

13 所有権の移転等 

（1）所有権移転の時期は、売買代金完納があった日とし、同時に物件を現状有姿のまま引渡し

ます。 

 （2）所有権の移転登記は、引渡し後に所沢市が行いますが、登記に要する一切の費用は、落札

者の負担となります。 
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14 契約内容の公表 

契約締結したものについては､その契約内容(物件所在地、数量、契約年月日、契約金額、個人･

法人の区分）を公表することとなります｡ 

なお、契約内容については、書面により同意を得た上で公表することとなります｡ 

 

15 その他 

この要領に定めのない事項については、所沢市契約規則、所沢市普通財産売払要綱およびその

他関係法令の定めるところによります。 



土 地 売 買 契 約 書 

 
所沢市（以下「甲」という。）と   （落札者）   （以下「乙」という。）とは、次の条項

により土地の売買契約（以下「この契約」という。）を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 甲は、その所有する未利用地の処分を目的とし、次の土地（以下「売買物件」をいう。）

を乙に売渡し、乙は、これを買受けるものとする。 

２ 売買面積は、公簿面積の ○○○．○○㎡ とする。 

 

所在大字 地番表示 地目 公簿地積 

所沢市東狭山ケ丘一丁目 ○○番○ 宅地 ○○○．○○㎡ 

 

（売買代金） 

第２条 売買物件の売買代金は、金  （落札金額）   円とする。 

（契約保証金） 

第３条 乙は､この契約締結と同時に､契約保証金として金  （売買代金の 10％） 円を納付する。 

２ 前項の契約保証金のうち、金  （納付済みの入札保証金）  円を入札保証金より充当する。 

３ 第 1項の契約保証金には利息を付さない。 

４ 甲は、乙が第５条に定める義務を履行したときに、第1項の契約保証金を売買代金に充当する。 

５ 第1項に定める契約保証金は、乙の責めに帰すべき事由により、この契約が解除されたときは、

甲はその返還義務を負わない。 

（現状有姿） 

第４条 甲は、売買物件を現状有姿のまま乙に売渡す。 

（売買代金の支払） 

第５条 乙は、第２条の売買代金のうち第３条第１項に定める契約保証金を除いた金○○，○○○，

○○○円を、甲の交付する納入通知書により、令和○○年○○月○○日までに、その指定する場

所において支払う。 

（延滞金） 

第６条 乙は、第２条の売買代金を前条に定める期日までに支払わないときは、その翌日から支払

いの日までの日数に応じ、当該代金の金額につき年14.6パ－セントの割合で計算した延滞金（100

円未満の場合を除く。）を支払う。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間

についても、365 日の割合とする。 

（所有権の移転時期 及び 引渡し） 

第７条 売買物件の所有権は、甲が第２条の売買代金の全額を受領したときに乙に移転するものと

する。 

２ 売買物件は、前項の規定により、その所有権が移転したときに、甲から乙に対し、現状のまま

引渡しがあったものとする。 

３ 乙は、前項の規定により、引渡しを受けた日から、売買物件の使用または収益を開始すること

ができる。 

（所有権の移転登記） 

第８条 売買物件の所有権移転登記は、前条の所有権移転後、甲の嘱託により行う。 

２  乙は、前項により甲が行う所有権移転登記に必要な書類を、自己の負担において甲に提出する。 

３  第１項の所有権の移転登記は、登記簿記載の地積による。 

（危険負担） 

第９条 乙は、この契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、売買物件が甲の責めに

7 



帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対してこの契約の解除又は売買

代金の減免を請求することができない。 

（契約不適合責任） 

第１０条 乙は、この契約を締結した後において、売買物件に種類、品質、数量に関して契約内容

に適合しない状態があることを発見しても、売買代金の減免請求若しくは損害賠償の請求又は契

約の解除をすることができないものとする。 

２ 乙は、売買物件が、『市有地売払いのご案内』添付の物件調書等（別紙）記載の内容であるこ

とを了承したうえ、売買物件を買受けるものとし、売買物件の引渡し後において、土壌汚染その

他汚染があることが判明した場合においても、乙は甲に対して当該汚染の浄化費用その他乙が受

けた損害の賠償請求又は契約の解除をすることはできない。 

 

※契約者が消費者契約法の適用がある場合には、以下の第１０条第３項を追加します。 

３ 第１項の契約不適合について、乙が消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）第 2条第 1項に定

める消費者に該当し、乙がこの契約を締結した目的が達せられないときは、引渡し日から２年以

内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、甲は協議に応じるものとする。ただし、

前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この契約を解除すること

はできない。  

 

（制限事項） 

第１１条 乙は、売買物件の所有権移転登記が完了するまでに権利義務を第三者に譲渡してはなら

ない。 

（用途制限） 

第１２条 乙は、売買物件を次の各号の用途に供してはならない。 

 (1) 風俗営業法第 2 条第 1 項各号に規定する風俗営業及び同条第 5 項に規定する性風俗関連特

殊営業その他これに類する用途 

 (2) 暴力団対策法第 2 条第 2 項に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がそ

の活動のために利用するなど公序良俗に反する用途 

 (3) 無差別大量殺人行為をおこなった団体の規制に関する法律第 5 条の規定による観察処分を

受けた団体及びその関係者が使用する用途 

 (4) 前各号のほか公序良俗に違反する用途又は公共の福祉に反する用途 

（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができ

る。 

２ 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約

を解除することができる。  

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営

に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。）が、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）又は同法第2条第6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき  

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき  

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき  

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい
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るとき  

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき  

(6) 売買物件を、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等で

あることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これら

の用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者

に貸したとき  

３ 甲は、この契約の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、

何ら賠償ないし補償することは要しない。  

４ 乙は、甲がこの契約の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、

その損害を賠償するものとする。 

（返還金等）  

第１４条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただ

し、当該返還金には利息を付さない。  

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。  

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物

件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

（乙の原状回復義務） 

第１５条 乙は、甲が第１３条の規定等により、この契約を解除したときは、甲の指定する期日ま

でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復さ

せることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。  

２ 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償

として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙

の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払

わなければならない。  

３ 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

４ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するに当たっては、乙は、売買物件に

投じた必要費、有益費その他一切の費用について、甲に請求することができない。 

（損害賠償）  

第１６条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠

償を請求できる。  

（返還金の相殺）  

第１７条 甲は、第１４条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が本契約に定

める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺す

る。  

（契約の費用）  

第１８条 この契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。  

（信義誠実の義務・疑義の決定）  

第１９条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。  

２ この契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。  

（準拠法及び裁判管轄）  

第２０条 この契約は、日本国の法令及び甲の定める条例等に従って解釈されるものとし、本契約

から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、さいたま地方裁判所を第一審の専属管轄裁

判所とする。 

 

この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有

する。 
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 令和  年  月  日 

 

 

               所 在  所沢市並木一丁目１番地の１ 

             甲 名 称  所沢市 

               代表者  所沢市長 小野塚 勝俊   ㊞ 

 

 

 

               住 所 

             乙  

               氏 名               ㊞ 
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物件番号

所　在　地

住 居 表 示

地　　　積 公簿 207.57㎡ 実測 207.57㎡ 地目

道路幅員及び

接面状況等

用途地域

指定容積率

私道の負担等 無

に関する事項 無

引込状況

引込可

供給施設状況 引込可

引込可

引込可

公 共 機 関

そ　の　他

所沢市役所 　約   6.4  　㎞

狭山ケ丘コミュニティセンター 　約　 1.0  　㎞市役所

入間消防署藤沢分署    約   1.8    ㎞

小学校 宮前小学校 　約   1.5　  ㎞

警　察 狭山ヶ丘駅前交番 　約　 0.5　　㎞

11

○地下埋設物、地盤及び土壌汚染に関する調査は行っておりません。

中学校 狭山ケ丘中学校 　約   1.5　  ㎞

○工作物（単管パイプ柵等）については、現状のまま引渡しとなります。

○歩道を切り下げる場合は、落札者の負担となります。

①

消防署
所沢中央消防署三ヶ島分署 　約 　2.7　　㎞

  約 　2.5　  ㎞

都市ガス 武州ガス㈱ 049-241-9000

交 通 機 関
(最寄駅）

鉄　道 西武池袋線　狭山ヶ丘駅 　約   0.1　  ㎞

三ケ島まちづくりセンター

電　気
東京電力エナジーパート
ナー（株）カスタマーセ
ンター埼玉

0120-995-442

上水道
所沢市上下水道局
窓口サービス課

04-2921-1086
下水道

道路後退の有無 負担の内容

供給施設 事業所名 電話番号

80% 200%

その他の制限
所沢市ひと・まち・みどりの景観条例
狭山ケ丘駅東口地区地区計画(Ａ地区)

私道負担の有無 負担の内容

物　　件　　調　　書

　所沢市東狭山ケ丘一丁目１２番１

　所沢市東狭山ケ丘一丁目１２番地の１

宅地

　幅員約１６．０ｍの舗装市道に接面している。（東側）
　幅員約６．０ｍの舗装市道に接面している。（南側）

法令等に
基づく制限

都市計画区域 市街化区域 近隣商業地域

指定建ぺい率



物件番号

所　在　地

住 居 表 示

地　　　積 公簿 44.00㎡ 実測 44.00㎡ 地目

道路幅員及び

接面状況等

用途地域

指定容積率

私道の負担等 無

に関する事項 無

引込状況

引込可

供給施設状況 引込可

引込可

引込可

物　　件　　調　　書

②

　所沢市東狭山ケ丘一丁目３１番４６

　所沢市東狭山ケ丘一丁目３１番地の４６

宅地

　幅員約４．２ｍの舗装市道に接面している。

法令等に
基づく制限

都市計画区域

その他の制限

市街化区域
第2種中高層住居
専用地域

指定建ぺい率 60% 150%

所沢市ひと・まち・みどりの景観条例
狭山ケ丘駅東口地区地区計画(Ｅ地区)

私道負担の有無 負担の内容

道路後退の有無 負担の内容

供給施設 事業所名 電話番号

電　気
東京電力エナジーパート
ナー（株）カスタマーセ
ンター埼玉

0120-995-442

上水道
所沢市上下水道局
窓口サービス課

04-2921-1086
下水道

都市ガス 武州ガス㈱ 049-241-9000

交 通 機 関
(最寄駅）

鉄　道 西武池袋線　狭山ヶ丘駅 　約   0.5　  ㎞

市役所

所沢市役所 　約   6.0  　㎞

狭山ケ丘コミュニティセンター 　約　 0.8  　㎞

三ケ島まちづくりセンター   約 　2.8　  ㎞

公 共 機 関
小学校 宮前小学校 　約   1.2　  ㎞

中学校 狭山ケ丘中学校 　約   1.2　  ㎞

警　察 狭山ヶ丘駅前交番 　約　 0.7　　㎞

消防署
所沢中央消防署三ヶ島分署 　約 　2.6　　㎞

入間消防署藤沢分署    約   2.1    ㎞

○地下埋設物、地盤及び土壌汚染に関する調査は行っておりません。

そ　の　他

○工作物（単管パイプ柵等）については、現状のまま引渡しとなります。

○北側隣接地境界に設置されているブロック塀は、隣接地権者との共有になります。
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13

【物件番号①】

所沢市東狭山ケ丘一丁目１２番１

対象地

狭山ヶ丘駅

拡 大 図

現 地 案 内 図

【物件番号①】
地番：東狭山ケ丘一丁目１２番１



14

【物件番号②】

所沢市東狭山ケ丘一丁目３１番４６

対象地

拡 大 図

現 地 案 内 図

【物件番号②】
地番：東狭山ケ丘一丁目３１番４６



 

 
 
 

 
 
 
 

測 量 図 
物件番号①：東狭山ケ丘一丁目１２番１ 
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測 量 図 
物件番号②：東狭山ケ丘一丁目３１番４６ 
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17 

地方自治法施行令（抄） 
 

(一般競争入札の参加者の資格) 
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当

該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させるこ

とができない。 
２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する

と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないこ

とができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者につい

ても、また同様とする。 
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をしたとき。 
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職

務の執行を妨げたとき。 
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契
約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 
 
 
 
 



一般競争入札参加申込書兼受付書 

 
                       令和  年  月  日 
（あて先）所沢市長 
 
 市有地売払いの一般競争入札に参加したく、市有地売払申込要領の内容を

承諾のうえ、次のとおり申込みます。 
 
１ 入札参加物件（参加するいずれか一方の物件番号を○で囲んでください） 

物件番号 所   在   地 

１ 東狭山ケ丘一丁目１２番１（２０７．５７㎡） 

２ 東狭山ケ丘一丁目３１番４６（４４．００㎡） 
 
２ 申込者 

住   所 
（又は所在） 

 

氏   名 
（又は法人名・代表者名）    ㊞  

連 絡 先       ―      ― 

連 
名 
者
（
共
有
の
場
合
） 

住  所 
（又は所在） 

 

氏  名 
（又は法人名・代表者名）    ㊞  

住  所 
 

氏  名 
（又は法人名・代表者名）    ㊞  

連 絡 先       ―      ― 

 

 

 
●入札の日時・場所 
 日 時 ： 令和８年１月２２日（木） 
 時 間 ： 物件番号１：午前１０時３０分までに入室 
      物件番号２：午前１１時００分までに入室 
 場 所 ： 所沢市役所本庁舎高層棟３階 ３０１会議室 
 

  受 付 印 

 



誓  約  書 
私は、所沢市が実施する市有地売払いの一般競争入札における入札参加申込みをする

にあたり、次の事項を誓約いたします。 
 
１．以下に記載された事項に該当いたしません。 
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 に該当する者（一般競争入札に係る契約を締結する能力を有
しない者及び破産者で復権を得ていない者など） 

 (2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）に基づく処
分を受けている、もしくは過去に受けたことのある団体及びその代表者、主催者またはその他
の構成員 

 (3) 当該物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条
第2号に規定する暴力団その他反社会的団体およびその構成員がその活動のために利用する等
公序良俗に反する用途に供しようとする者 

(4)  (2)(3)に該当する者から委託を受けた者 
 
２．申込みに際し、市有地売払申込要領、物件調書、現地、土地売買契約書、売払物件

の法令上の規制等すべて承知の上申込みいたします。 
また、この誓約書に誓約した内容に虚偽等があった場合など、自己の責めに帰す事

由により、入札参加資格の取り消し、落札の無効、契約の解除等により私に生じた損

害を、所沢市に対し、一切請求いたしません。 
 
３．売払決定後、指定された期日までに売買契約書を締結いたします。 
 
４．暴力団等を排除することを目的として、私の氏名（法人にあっては、法人名及び代

表者、役員等の氏名）、ふりがな、住所等について、警察当局に情報提供されることに

ついて同意します。 
 

令和  年  月  日 
（あて先）所沢市長  

 
     住所（所在地） 
     氏名 
    （又は法人名・代表者名）                 ㊞ 
 
【共有名義の場合】 
     共有者の住所 
     共有者の氏名 
    （又は法人名・代表者名）                 ㊞ 
 
     共有者の住所 
     共有者の氏名 
    （又は法人名・代表者名）                 ㊞ 



 

入    札    書 
 

                        令和  年  月  日 
 
（あて先）所沢市長 
 
     申 込 者 
 
          住  所 

（又は所在）                     
 
          氏  名                      
         （又は法人名・代表者名）            ㊞  
 
          上記代理人 
          氏   名                  ㊞   
 
 
●入札物件 

物件番号 所   在   地 

  

 
 
●入札金額 
                               円也   
 
●入札保証金 
                               円也   
 
 
（注意）・金額は、０・１・２・３…というように算用数字で記入し、頭に￥を 
     付記してください。 
    ・金額の訂正はできませんのでご注意ください。 

・代理人の場合は、申込者の住所・氏名並びに代理人の氏名をご記入 
のうえ、押印してください。  

 
 



 

委   任   状 

 
 

                        令和  年  月  日 
 
（あて先）所沢市長 
 
委任者（委任した人） 
 
          住  所 

（又は所在）                     
 
          氏  名                      
         （又は法人名・代表者名）            ㊞  
 
 私は、次の者を代理人と定め、市有地売払いの一般競争入札及びこれに付帯

する一切の権限を委任します。 
 
 
代理人（委任された人） 
            
          住  所                      
 
          氏  名                  ㊞    
                
          生年月日        年   月   日 生   
 
 

記 
●入札物件 

物件番号 所   在   地 

  

 
（注意）＊委任者の印は印鑑証明書により証明されている印としてください。 
    ＊代理人の印は入札時に使用する印としてください。 
 
 

 



所沢市支払金口座振替依頼書

（あて先）所沢市長　

下記のとおり所沢市口座振替 を依頼をします。

※変更の場合も太枠は全部記入し、変更する太枠名（名称・住所所在地等
　・口座）の上の□に「∨」を入れてください。

カ

ナ

漢

字

名 支　店 漢

営業所

出張所 字

カ

称 ナ

漢

（肩書・氏名） 字

郵便番号 －

都道府県 都道 市区

市区郡町村 府県 町村

町・丁目
大　　字
番　　地

電 話 番 号 ( )

ＦＡＸ 番号 ( )

銀行・信金 本店・支店

農協・その他 出張所・支所

口 預金種目  普通 ・当座 ・貯蓄 ・その他(         ）口座番号

カ

ナ

座 漢

字

　市役所担当課 電話 担当者

口座情報： １．（　通常　） ２．（　　　　）
変更を希望する項目を○で囲み、
カッコに摘要名を記入します。

相手方番号

※　記載内容に変更がなければ、再度の申請は不要です。
　　疑問のある場合は提出先担当課、または出納室まで連絡ください。

適用開始日 年　　月　　日

法人名

屋 号

個人名

代表者名

住

所
・
所

在

地

方 書

口座名義人

登 録

変 更

カナは肩書不要→

カナは組織名不要→

金融機関名



所沢市支払金口座振替依頼書

（あて先）所沢市長　

下記のとおり所沢市口座振替 を依頼をします。

※変更の場合も太枠は全部記入し、変更する太枠名（名称・住所所在地等
　・口座）の上の□に「∨」を入れてください。

カ ナ ミ キ

ナ

漢

字

名 支　店 漢

営業所

出張所 字

カ ト コ ロ サ ゛ ワ タ ロ ウ

称 ナ

漢

（肩書・氏名） 字

郵便番号 3 5 9 － 0 0 4 2

都道府県 都道 市区

市区郡町村 府県 町村

町・丁目
大　　字
番　　地

電 話 番 号 0 4 ( 2 9 9 8 ) 1 1 1 1

ＦＡＸ 番号 ( )

銀行・信金 本店・支店

農協・その他 出張所・支所

口 預金種目  普通 ・当座 ・貯蓄 ・その他(         ）口座番号 1 1 1 1 1 1 1

カ カ ） ナ ミ キ

ナ

座 漢

字

　市役所担当課 電話 担当者

口座情報： １．（　通常　） ２．（　　　　）

所沢

株式会社　並木

相手方番号

変更を希望する項目を○で囲み、
カッコに摘要名を記入します。

　株式会社　並木

　代表取締役　所沢　太郎

所沢埼玉

※　記載内容に変更がなければ、再度の申請は不要です。
　　疑問のある場合は提出先担当課、または出納室まで連絡ください。

埼玉りそな

並木１丁目１番地の１

法人名

屋 号

個人名

代表者名

住

所
・
所

在

地

方 書

口座名義人

登 録

変 更

カナは肩書不要→

カナは組織名不要→

金融機関名

記載例（法人）

フリガナ（法人名等）には組織名（例え
ば､「カブシキガイシャ」等）は不要です。

フリガナ（代表者名）には肩書（例えば、
「ダイヒョウトリシマリヤク」等）は不要で
す。

口座番号は右詰で記入して
ください。



所沢市支払金口座振替依頼書

（あて先）所沢市長　

下記のとおり所沢市口座振替 を依頼をします。

※変更の場合も太枠は全部記入し、変更する太枠名（名称・住所所在地等
　・口座）の上の□に「∨」を入れてください。

カ ト コ ロ サ ゛ ワ ハ ナ コ

ナ

漢

字

名 支　店 漢

営業所

出張所 字

カ

称 ナ

漢

（肩書・氏名） 字

郵便番号 3 5 9 － 1 1 1 2

都道府県 都道 市区

市区郡町村 府県 町村

町・丁目
大　　字
番　　地

電 話 番 号 0 4 ( 2 9 9 8 ) 1 2 3 4

ＦＡＸ 番号 ( )

銀行・信金 本店・支店

農協・その他 出張所・支所

口 預金種目  普通 ・当座 ・貯蓄 ・その他(         ）口座番号 1 2 3 4 5 6 7

カ ト コ ロ サ ゛ ワ ハ ナ コ

ナ

座 漢

字

　市役所担当課 電話 担当者

口座情報： １．（　通常　） ２．（　　　　）

埼玉りそな 所沢

変更を希望する項目を○で囲み、
カッコに摘要名を記入します。

　所沢　花子

相手方番号

　所沢　花子

埼玉 所沢

※　記載内容に変更がなければ、再度の申請は不要です。
　　疑問のある場合は提出先担当課、または出納室まで連絡ください。

泉町１８６１番地の１

法人名

屋 号

個人名

代表者名

住

所
・
所

在

地

方 書

口座名義人

登 録

変 更

カナは肩書不要→

カナは組織名不要→

金融機関名

記載例（個人）

口座番号は右詰で記入し
てください。


